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桐生市議会議長  森  山  享  大  様 



桐生市議会基本条例の一部を改正する条例 

 

桐生市議会基本条例(平成 25年桐生市条例第 35号)の一部を次のように改正す

る。 

第 11条中「議会は、」の次に「原則として」を加える。 

第 13条の見出し中「定例記者会見」を「記者会見」に改め、同条中「議会

は、」の次に「必要に応じて」を加え、「定例記者会見」を「記者会見」に改め

る。 

第 28条第 2項中「桐生市情報公開条例(平成 10年桐生市条例第 29号)」を

「桐生市情報公開条例(平成 27年桐生市条例第 号)」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行します。ただし、第 28 条第 2 項の改正規定は、

平成 27年 10月 5日から施行します。 



議 案 説 明 

 

議第 5号議案 桐生市議会基本条例の一部を改正する条例案 

 

 市民に開かれた議会を推進し、迅速かつ柔軟な対応を図るため、所要の改正を

行うものです。 

 


